
諮問番号：令和3年度諮問第1号

答申番号：令和3年度答申第6号

第1 審査会の結論

答 申 書

本件審査請求は、 理由がないため行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第45条第2項の規定により棄却すべきである、 との審査庁の意見は妥当で

ある。

第2 審査請求に至る経過

1 審査請求人は、 令和2年I 0月1日、 処分庁に対し、 身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283号。 以下「法」という。 ）第15条第1項の規定に基

づき、 同項に規定する医師である
＇

□内科の I I医師（以下「本件医師」という。 ）の作成に係る身体

障害者診断書 ・ 意見書（呼吸器機能障害用） （以下「本件診断書」 とい

う。 ）を添えた身体障害者手帳交付申請書により、 身体障害者手帳の交

付を申請した（以下「本件申請」という。 ） 。

2 処分庁は、 令和2年I 0月 27 日、 神戸市市民福祉調査委員会身体障害者

福祉専門分科会審査部会（以下「審査部会」という。 ）に対し意見を求

めたところ、 審査部会は、 審査請求人の障害等級を4級とする旨の答申

をした。

3 処分庁は、 令和 2 年 11 月 2 日、 上記 2 の審査部会の答申を踏まえ、 障

害名を呼吸器機能障害と、 身体障害等級表による等級を4級と、 交付日

を同年10月9日とする身体障害者手娠（以下「本件手帳」 という。 ）を

交付する決定をし、 同年11月12日、 審査請求人に本件手帳を交付した

（以下「本件処分」という。 ） 。
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